
平成30年４月以降の登別市と北海道の主な役割
財政運営に関すること 資格管理に関すること 保険税に関すること 給付に関すること 保健事業に関すること

登別市 国保事業費納付金を
都道府県に納付

加入者の皆さんの資
格の管理

⃝�標準保険料（税）
率を参考に保険税
率を決定
⃝�保険税の賦課・徴
収

保険給付の審査・決
定

加入者の特性に応じ
たきめ細かな保健事
業の実施

北海道

⃝�市町村ごとの国保
事業費納付金を決
定
⃝�財政安定化基金の
設置・運営

事務の効率化や広域
化などの推進

市町村ごとの標準保
険料（税）率を算定・
公表

⃝�給付に必要な費用
の市町村への支払
い
⃝�保険給付の点検

市町村に対して、必
要な助言・支援

平成30年４月 北海道が国民健康保険
� の運営に加わります 平成29年度登別市デンマーク

▶問い合わせ　国民健康保険グループ（☎�１７７１）

　国民健康保険（国保）制度は、これまで市町村単位で運営しており、
各市町村が医療給付や保険税の賦課・徴収、保険税率の決定など、全
ての業務を行ってきました。
　平成30年４月から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的
な財政運営や効率的な事業をめざす国民健康保険運営の中心的な役割
を担い、制度の安定化をめざすことになります。

こ
れ
ま
で
の
国
民
健
康
保
険

制
度
の
課
題

平
成
30
年
４
月
か
ら
の
変
更
点

な
り
、
高
額
な
医
療
費
が
発
生
し
た
場
合
の
負

担
が
分
散
さ
れ
る
と
共
に
、
市
町
村
ご
と
に
行

っ
て
い
た
一
部
の
事
務
を
ま
と
め
て
行
い
、
効

率
化
を
図
る
こ
と
で
、
国
保
制
度
の
安
定
化
が

見
込
ま
れ
ま
す
。

○
役
割
分
担

　
国
保
の
運
営
に
北
海
道
が
加
わ
る
こ
と
で
、

こ
れ
ま
で
登
別
市
が
行
っ
て
き
た
役
割
を
北
海

道
と
分
担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
北
海
道
は
、
道
内
の
保
険
給
付
な
ど
に
必
要

な
費
用
を
推
計
し
て
市
町
村
ご
と
に
負
担
す
る

額
（
国
保
事
業
費
納
付
金
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決
定
し
た
り
、

道
内
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市
町
村
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負
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金
を
納
め
る
た
め

の
標
準
保
険
料
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率
を
算
定
し
た
り
し
ま

す
。

　
登
別
市
は
、
引
き
続
き
加
入
者
の
状
況
な
ど

を
把
握
し
な
が
ら
、
特
定
健
康
診
査
の
受
診
率

向
上
に
向
け
た
取
り
組
み
を
行
う
な
ど
、
き
め

細
か
な
保
健
事
業
や
各
種
手
続
き
の
窓
口
業
務

を
行
い
ま
す
。

○
国
民
健
康
保
険
税
率
の
決
定
方
法
　

　
今
後
は
、
北
海
道
か
ら
示
さ
れ
た
『
国
保
事

業
費
納
付
金
を
納
め
る
た
め
に
必
要
な
保
険
税

額
』
と
『
標
準
的
な
保
険
税
率
』
を
参
考
に
登

別
市
の
保
険
税
率
を
決
定
し
ま
す
。

　
国
保
事
業
費
納
付
金
は
、
各
市
町
村
に
お
け

る
加
入
者
の
所
得
や
医
療
費
水
準
に
よ
り
、
増

減
す
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
所
得
や

　
国
保
制
度
は
、
日
本
に
居
住
す
る
人
全
員
が

何
ら
か
の
医
療
保
険
に
加
入
す
る
国
民
皆
保
険

制
度
の
一
つ
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
市
町
村
が
、

加
入
者
の
納
め
る
保
険
料
（
税
）
な
ど
で
、
医

療
費
な
ど
を
賄
い
、
運
営
し
て
き
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
医
療
費
は
、
医
療
技
術
の
進
歩
に

よ
り
、
高
度
な
医
療
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
こ
と
で
高
額
化
し
、
ま
た
全
国
的
な
高
齢
化

の
進
展
な
ど
で
、
年
々
増
加
し
て
い
る
傾
向
に

あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
国
保
は
、
他
の
医
療
保
険
と
比
べ
て
、

『
高
齢
者
の
割
合
が
高
く
、
医
療
費
水
準
も
高

い
』
、
『
加
入
者
の
所
得
水
準
が
低
い
』
、

『
小
規
模
な
自
治
体
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
財

政
規
模
が
小
さ
く
、
高
額
な
医
療
費
が
発
生
し

た
場
合
な
ど
に
運
営
が
不
安
定
に
な
る
リ
ス
ク

が
高
く
、
実
際
に
財
政
赤
字
の
市
町
村
国
保
も

多
く
存
在
す
る
』
な
ど
の
課
題
を
抱
え
て
い
ま

し
た
。

　
そ
こ
で
、
平
成
27
年
５
月
に
『
持
続
可
能
な

医
療
保
険
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
国
民
健
康

保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
』
が
成
立

し
、
平
成
30
年
４
月
か
ら
都
道
府
県
も
国
保
保

険
者
に
加
わ
り
、
財
政
運
営
の
責
任
主
体
と
し

て
市
町
村
と
共
に
国
保
運
営
を
担
っ
て
い
く
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

　
国
保
制
度
の
運
営
に
都
道
府
県
が
加
わ
る
こ

と
で
、
こ
れ
ま
で
の
市
町
村
単
位
か
ら
都
道
府

県
単
位
で
の
加
入
者
で
医
療
費
を
賄
う
こ
と
に
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